
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[実務確認事項] 2024年 4月から労働条件明示のルールが変わります 

 

2024 年 4 月号 Vol.30 

令和 6 年 4 月１日より、労働契約の締結時や更新時の労働条件明示事項が変更となりました。対応についてのお問い合

わせが多くありますので、今号では、今後 4 月以降に結ぶ労働契約に関しての実務対応ポイントを確認したいと思います。 

厚生労働省リーフレットより https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf  

 

【実務対応ポイント】 4 月１日から 労働者に対する明示事項 ３つが 新しく追加されました！  

《すべての労働者に対して明示する事項の記載例》  

＊4 月 1 日以降に結ぶ 

新しい契約においては、 

すべての労働者に対して、 

「どこで」、「何を行う」 

のか、「就業場所」と「業務の

内容」について、「変更の範

囲」まで伝えます。 

また、期間の定め「有」の有期

契約労働者に対しては、 

「更新上限の有無」、「更新回

数」を契約時に伝えます。 

今回の改正により、4 月１日以降に結ぶ労働契約から、上記の明示事項 ３項目を追加しなくてはいけません。対象者は、

すべての労働者です。契約期間の定めのない正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイト、契約社員、定年後に再雇用さ

れた労働者の方の契約書の明示事項の見直しも必要です。また、労働契約締結や更新時だけでなく、求人情報にも明示が

必要ですので、4 月中に、漏れなく対応していきたいところです。なお、労働条件通知書の様式に関しては、厚生労働省 HPで

モデル労働条件通知書（記載例あり）を DL できます。具体的にどのように記載をしたらよいか確認ができます。よろしければ

モデル例を参考にして、自社の様式の見直しにご活用ください。 厚生労働省 HP https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《誰が対象？》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[施行待ちの改正] 

「社会保険対象者 適用拡大 10月！」 おかみさわ事務所の活動 

 

今月の日常の小さな幸せ♡ 

4 月もよろしくお願いいたします！ おかみさわ社会保険労務士事務所  

【ハラスメント防止をテーマにした企業研修を行いました！】 

「ハラスメントについての社内共有意識がなく、ゴールの

ない話し合いが続いていた。状況が状況であっただけに、

参加を拒む社員が出てくるのでは？と不安や心配がありま

したが、やって良かったです！」と経営陣の方から嬉しい感

想をいただきました。また、ハラスメント防止法の改正の動

きは知っていたが、ハラスメント行為と指導の線引きがわか

らない。というお悩みもいただいていましたので、今回は、

法令ルールの基本事項の確認から、実際にグループワー

クでハラスメントと指導の違いを体感してもらう時間を持ち

ました。事実の指摘とハラスメントの区別化を体験された管

理職の方からは、指導は自信を持っていいと捉え直せた。

特に印象に残ったワークは、「AUTO の法則」！この法則

は、職場ならず人間関係形成における原点にあるものです

ね等、声をいただきました。 

「し（4）ゅっぱ（8）つ」（出発）の日、4 月 8 日に息子が小学

校に入学しました。出発の日は、生活のリズムを整えるため

に朝食を摂ることを提案する味の素さんが制定したとか！お

年頃の彼は、記念撮影は全て変顔～。先月の卒園式は涙・・ 

 

今年の 10 月から、常時 50 人を超え 100 人以下の規模

の事業所も社会保険における「特定適用事業所」となりま

す。これまで健康保険・厚生年金の被保険者でなかったパ

ートタイマーやアルバイトなど短時間で働く方のうち、週所

定労働時間 20時間以上、月額賃金 8.8万円以上などの要

件を満たす方を、健康保険・厚生年金の被保険者として取

り扱う必要があります。10 月の施行に向けて、常時 50 人

を超える規模の事業所様は、従業員の方への説明や実務

の準備が必要ですので、対象者となる方と実務の進め方

について、確認をしましょう。 

《該当事業所としてすることは何？》 

上記の図 Step2 のチェック項目４つにチェックが入った方の

「被保険者資格取得手続き」を 10 月１日付けで行う。 

※必要となる手続きは、「取得に関する手続き」のみ。 

被保険者の総数が、6 か月以上 50 人を超えたと日本年金

機構が判断すると、該当事業所に対して、「特定適用事業

所該当通知書」を送付します。この通知をもって、特定適用

事業所として取り扱われます。「特適用事業所（常時 50 人

を超えている）」に該当したことについては、手続き不要で

す。詳細は、社会保険適用拡大特設サイトをご欄ください！ 

 https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/guidebook/ 

すぐに実践できる「AUTO

の法則」！気になる方は、

研修で体験してみません

か？開催リクエスト、お待ち

しております。 

でしたが、たくさんの笑いを

くれました。そして、入学式

後、驚いたのは、受け取っ

た学用品の名前つけ作

業！算数セットのおはじき

に、数え棒、単語カード・・

全てに書くんですね！久々

の夫婦共同作業を体験し

ました(^^)。来週は、父母 会活動、給食配膳係頑張ります！ 特設サイト HP 


